
  

第15期　　事　業　報　告

自　令和 5年11月1日
 至　令和 6年10月31日

株式会社群青企画
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１．企業集団の現況に関する事項 

（１）事業の経過及びその成果 

当会計年度の我が国の経済は、日銀の利上げによる一時的な株価の大幅変動はあったも
のの、比較的に安定した環境にありました。しかし、物価の上昇によるところが多く、経
済そのものが好調であるかについては、懐疑的な部分が残っているように感じます。 
　弊社の事業内容としては、「つなぐ・ねっと」及び基礎研究の成果を反映させたソフト
ウェアである「葵」の2つの事業を継続した事で、取引先様からは継続的に受注をいただ
けたと実感しています。 
　消耗品費を含む費用の見直しを進めましたが、生成AIに関する研究開発費が大幅に増え
たことで、事業全体としては赤字となりました。 

① 受託開発事業 

受託開発事業につきましては、通期で継続的な売り上げがあり、売上高は7,024千円
となりました。 

② つなぐ・ねっと事業 

つなぐ・ねっと事業につきましては、取引先様からの受注があり、売上高は1,506千
円となりました。 

③ 葵事業 

葵事業につきましては、研究開発の成果を応用した受注があり、売上高は426千円と
なりました。 

●事業毎売上高 

区分

第15期 

 （自　令和 5年11月1日 

　　  至　令和 6年10月31日）

金額（千円） 構成比（％）

受託開発事業 7,024 78.4

つなぐ・ねっと事業 1,506 16.8

葵事業 426 4.7

その他 5 0.1

合計 8,961 100.0
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●契約顧問実績 

・ 該当するものはございません。 
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（２）資金調達の状況 

当会計年度中は資金調達に該当する事項はございませんでした。 

（３）設備投資等の状況 

　当会計年度において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりです。 

① 当会計年度中に完成した主要設備 

・ 該当するものはございません。 

② 当会計年度継続中の主要設備の新設、拡充 

・ 該当するものはございません。 

③ 重要な固定資産の売却、撤去、滅失 

・ 該当するものはございません。 

（４）対処すべき課題 

当社の今後の経営課題とその対策は以下の3点になります。 

① 受託開発事業 

今期と同様に継続的な開発案件を受け続ける事が課題といえます。その為に、常に技
術力向上と効率改善を念頭に置き、日々の業務を行う所存であります。 

② つなぐ・ねっと事業 

取引先様との継続的な取引を頂きました。物価の値上がりに伴い、業種により利益の
異なる状況が見られるため、当社の強みを活かすことで、これまで以上により多くの取
引先様に感動いただけるよう努力致します。 

③ 葵事業 

これまでの基礎研究を応用した製品の納品を行うことができました。実際に取引先様
で稼働をしており、今後は生成AIを組み合わせたサービスとしての展開が期待されてい
る状況です。これより、様々なアプローチで応用が可能であることの裏付けになりまし
たので、弊社独自のサービスを提供しつつ、今後も葵を利用した製品の創作を継続致し
ます。 
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（５）財産及び損益の状況 

（６）重要な子会社の状況 

該当するものはございません。 

（７）主要な事業内容 

① 事業の概要 

（a）受託開発事業 

弊社以外の企業からの受託依頼により、ソフトウェア開発を行う事業です。 

（b）つなぐ・ねっと事業 

人と人とをつなぎ、こころとこころを結び、目指す未来へとつなげる事業です。Webサ
イトやチラシ等のデザインやアプリの制作などを行いました。 

（c）葵事業 

弊社独自のソフトウェアである葵の開発を行う事業です。研究開発に重点を置き、長
期視点での利益の確保を目的としています。 

（８）主要な営業所及び使用人の状況 

① 営業所 

② 用人の状況 

令和 4年10月31日現在 

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与に非常勤役職員は含まれておりませ
ん。 

　　　２．平均勤続年数は営業開始日から計算しております。 

③労働組織の状況 

労働組織は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

区　　分 第15期
売上高 8,961千円
当期純利益 -427千円
1株当たり当期純利益 -42.7千円
総資産 

（純資産）
2,867千円 

（-3,975千円）

名称 所在地
本社 青森県八戸市下長七丁目３番１０号　北村ビル２号室

役職員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

1 45 15.0 140
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（９）主要な借入先 

・ 該当するものはございません。 

令和 6年10月31日現在 

（１０）その他会社の状況に関する重要な事項 

・ 該当するものはございません。 

借　入　先 借　入　額（千円）

日本政策金融公庫 1,628
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２．会社の体制及び方針 

（１）　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するための体制 

当社は、内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、
経営環境の変化などに対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システム
の整備に努めます。 

①　　　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた
め、取締役および執行役員は企業倫理の確立ならびに法令、定款および社内規定の
遵守をするとともに、その周知徹底をはかり、これらの違反が判明した場合には、
その原因を究明したうえで再発防止策を策定し、実行する。 

②　　　情報の保存および管理は、適用のある法令および社内規定に従って、適正に行
う。 

③　　　取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会は、執行役員に対して大幅
な権限委譲を行い、迅速な意思決定および機動的な職務執行を推進する。執行役員
は、取締役会の監督のもと中期経営目標および予算に基づき効率的な職務執行を行
う。 

④　　　財務報告に関わる内部統制については、適用のある法令に基づき、評価、維持、
改善などを行う。業務の適正化および標準化に努めるとともに、情報システムによ
る一層の統制強化を図る。 

（２）　株式会社の支配に関する基本方針 

当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方につきましては、当社株券等の自由な
取引により決定されることを基本としております。したがって、当社の財務及び事業の方
針を支配することが可能な量の株券等を取得する買い付け提案等があった場合は、賛同さ
れるか否かの判断についても、最終的には株主の自由な意思に依拠するべきと考えます。 

　一方、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を中期的に確保し、向上させる者ではなければいけないと考えており
ます。したがって、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある行為を行う
ものは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものとして適当ではないと考えま
す。 

（３）　剰余金の配当などの決定に関する方針 

　余剰金の配当に関しましては、新規事業への投資を優先するため、今期は行わないこ
とといたしました。また、同時に自己資本利益率の改善を図り、純利益の増加ともども
注力することといたします。 
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附　属　明　細　書
（事業報告関係）

自　令和 5年11月1日
 至　令和 6年10月31日
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１．会社役員の他の会社の業務執行者との兼務状況の明細 

２．会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の
明細 
　当事業年度において当社と支配株主間の取引については以下のとおりです。 

●取引のあった支配株主 

・ 該当するものはございません。

役職名 氏名 他の法人等との兼務状況等

代表取締役 三浦　匡夫 該当するものはございません。

取締役 該当なし 該当するものはございません。

取締役 
（非常勤） 該当なし 該当するものはございません。

監査役 該当なし 該当するものはございません。
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